
通学路における交通安全の確保
【通学路緊急合同点検 危険箇所 2箇所】 市川三郷町 大塚小学校市川三郷町 大塚小学校

：通学路（学校指定）

：危険箇所

：県 道
：その他

凡

例

(2) 道路側溝に蓋がなく、児童が車とすれ違う際に転落の危険がある。

(1)高い壁とカーブのため、車の運転手から歩行者が見えにくい。
また、歩道と車道の区別がないため、危険である。

おおつか


